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(２) 組織形態別にみた総収入の状況（統計表P32及びP33参照）

法人と任意組織別に、過去１年間の総収入の状況をみると、平均集積面積は、ほ

ぼ同じ（法人39.7ha、任意組織40.0ha）であるものの、法人の方が総収入の多い集

落営農の割合が多くなっている。

図７ 組織形態別総収入別集落営農数割合

(３) 前年と比べた総収入、生産費用及び労働時間の変化（統計表P21参照）

前年と比べた総収入、生産費用及び労働時間の増減をみると、総収入については、

「増加した」と回答した組織が43.8％と最も多く、そのうち「１割未満の増加」が約

半数（22.3％）を占めている。

また、生産費用については 「増加した」が38.4％と最も多く、そのうち「１割未、

満の増加」が約半数（17.7％）となっている。

一方、労働時間については 「変化なし」と回答した組織が43.0％と最も多く 「減、 、

少した」は23.6％ 「増加した」は21.0％となっている。、

図８ 前年と比べた集落営農の変化の状況別集落営農数割合
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注：１　総収入には、各種交付金等の受取額を含む。
注：２　（　）及び〈　〉内の数値は、それぞれ、｢減少した｣及び｢増加した｣と回答した集落営農数割合である。

注：（　）内の数値は１組織当たりの平均集積面積である。
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３ 組織形態別にみた収益向上の取り組み（統計表P32参照）

法人と任意組織別に、現在取り組んでいる収益向上の取り組みをみると、すべて

の活動において、法人が任意組織を上回っている。

また 今後の予定をあわせた取り組みをみると 法人では｢肥料・農薬の使用軽減｣、 、

が81.6％と最も多く、任意組織では｢農業用機械の共同利用化・大型化｣が71.5％と

最も多くなっている。

図９ 組織形態別収益向上に向けた取組別状況集落営農数割合（複数回答）

注：（　）内の数値は｢取り組んでいる｣及び｢取り組む予定｣の合計である。
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４ 生産作物の状況（統計表P24～27参照）

生産作物の状況をみると 「水稲 ＋麦類＋大豆」の組み合わせで生産している、 注1

組織が22.3％と最も多く、次いで｢水稲＋大豆｣（13.4％ 、｢水稲＋麦類｣（11.9％））

となっている。

なお、水稲、麦類及び大豆との何らかの組み合わせ等で、他の品目 の生産に取注2

り組んでいる組織は29.1％となっている。

注：１ ｢水稲｣には陸稲を含む（以下について同じ 。。）
２ ｢他の品目｣には、水稲、麦類及び大豆以外の品目（野菜、雑穀・いも類・豆類（除大豆）等）が含まれる。注：

図10 生産作物の組み合わせ別集落営農数割合

、 、 、 、新たな作物への取り組みをみると 今後 約４割の組織が予定しており そのうち

「野菜類」が41.9％と最も多く、次いで「水稲（加工、飼料用等の主食用以外）」（23.1

％ 、｢水稲（主食用)｣（14.7％）の順となっている。）

図11 新たな作物への取組予定の有無及び予定作物別集落営農数割合

（予定作物は複数回答）
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５ 組織形態別にみた農業生産以外の取り組み（統計表P33参照）

法人と任意組織別に、現在取り組んでいる農業生産以外の主な活動内容をみると、

すべての活動において、法人の割合が任意組織を上回っている。

また、今後の予定をあわせた取り組みをみると、法人では｢消費者等への直接販売｣

が61.7％と最も多く、次いで｢農産物の加工｣（40.4％）となっている。任意組織では

｢消費者等への直接販売｣が29.1％と最も多くなっている。

図12 組織形態別農業生産以外の取組状況別集落営農数割合（複数回答）

６ 法人化に向けた取り組み（統計表P30参照）

任意組織について、法人化に向けた現在の取り組みをみると、｢設立に向けた合意

形成の話し合い｣が最も多く42.0％となっている また 法人化の最終段階である｢登。 、

。記など法人設立のための具体的な手続き｣については2.2％と最も少なくなっている

図13 現在取り組んでいる法人化に向けた取組別集落営農数割合

（任意組織のみ回答、複数回答）

注：（　）内の数値は｢取り組んでいる｣及び｢取り組む予定｣の合計である。
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７ 代表者及び主たる従事者の年齢構成（統計表P13～15参照）

集落営農の代表者及び主たる従事者の年齢構成をみると、ともに「40～64歳」が

約６割を占めている。

図14 代表者及び主たる従事者の年齢別集落営農数割合

８ 後継者の状況（統計表P30参照）

今後（おおむね５年後 、集落営農活動を存続・維持していくための後継者の有）

無をみると、約６割の組織が「後継者が確保されている」と回答している。

一方 「後継者が確保されていない」と回答した組織は約４割となっており、そ、

うち、想定される確保先としては 「構成農家やその家族から」が88.3％と最も多、

く、次いで 「構成農家ではない集落内の農家から （23.2％ 「新規就農者から」、 」 ）、

（8.4％）となっている。

図15 後継者の有無及び想定される確保先別集落営農数割合
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１　水田・畑作経営所得安定対策 ２　集落営農活動の目的別集落営農数割合（複数回答）

　加入集落営農数等

単位：集落営農、％

全 国  7 194  2 472 100.0 87.8 41.1 63.8 3.9

北 海 道   60   51 100.0 82.4 21.6 86.3 3.9

東 北  1 924   364 100.0 80.5 39.6 66.5 4.7

北 陸  1 393   245 100.0 90.6 42.0 61.6 3.7

関 東 ・ 東 山   583   412 100.0 87.4 40.0 67.2 5.3

東 海   301   229 100.0 89.1 58.1 52.0 2.6

近 畿   749   290 100.0 91.7 62.4 51.4 2.8

中 国   515   187 100.0 97.9 30.5 67.9 3.7

四 国   120   105 100.0 89.5 14.3 64.8 5.7

九 州  1 549   589 100.0 89.0 35.5 67.2 3.4

注：　「水田・畑作経営所得安定対策加入集落営農数」は、集落営農実態調査（平成21年２月１日現在）で把握

：　した「水田・畑作経営所得安定対策」に加入している集落営農数である。また割合は、そのうち本調査によ

：　り標本抽出し、回収した標本結果から推計した集落営農数、または人数を100とした構成割合である（以下の

：　表において同じ。）。

３　代表者の性別年齢構成別集落営農数割合

単位：％

全 国 100.0 0.3 3.0 26.3 29.7 40.7 99.8 0.3 3.0

北 海 道 100.0 2.0 17.6 47.1 23.5 9.8 100.0 2.0 17.6

東 北 100.0 0.5 4.4 42.9 30.2 22.0 99.5 0.5 4.4

北 陸 100.0 - 1.6 17.6 36.3 44.5 100.0 - 1.6

関 東 ・ 東 山 100.0 0.7 1.7 20.1 24.5 52.9 100.0 0.7 1.7

東 海 100.0 - 3.9 14.0 20.5 61.6 100.0 - 3.9

近 畿 100.0 0.3 4.1 23.4 30.0 42.1 100.0 0.3 4.1

中 国 100.0 - 1.1 13.4 29.9 55.6 100.0 - 1.1

四 国 100.0 - 1.0 14.3 18.1 66.7 100.0 - 1.0

九 州 100.0 0.2 2.4 23.9 27.8 45.7 99.8 0.2 2.4

全 国 26.2 29.6 40.7 0.2 - - 0.1 0.1 0.0

北 海 道 47.1 23.5 9.8 - - - - - - 

東 北 42.6 29.9 22.0 0.5 - - 0.3 0.3 - 

北 陸 17.6 36.3 44.5 - - - - - - 

関 東 ・ 東 山 20.1 24.5 52.9 - - - - - - 

東 海 14.0 20.5 61.6 - - - - - - 

近 畿 23.4 30.0 42.1 - - - - - - 

中 国 13.4 29.9 55.6 - - - - - - 

四 国 14.3 18.1 66.7 - - - - - - 

九 州 23.9 27.8 45.5 0.2 - - - - 0.2

男性

65歳以上

男性（つづき）

集落営農数
計

39歳以下 40～49

女性

60～64 65歳以上 計 39歳以下 40～49

60～64計 39歳以下 50～59

50～59

40～49
区　　　分

地域の生
産調整の
実施主体
となるた
め

所得を上
げて地域
農業の担
い手とな
るため

区　　　分
男女計

50～59 60～64 65歳以上

その他区　　　分

水田・畑作
経営所得安
定対策加入
集落営農数

 集計対象
 集落営農
 数

集落営農数
計（実数）

地域の農
地の維持
管理のた
め
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４　労働力の状況

（１）性別年齢構成別オペレーター数割合

全 国 100.0 6.6 63.2 30.2 98.4 6.5 62.3 29.6

北 海 道 100.0 19.8 69.6 10.6 94.8 17.3 67.2 10.4

東 北 100.0 6.3 68.5 25.2 98.7 6.2 67.6 24.9

北 陸 100.0 9.0 69.0 22.0 99.2 9.0 68.5 21.7

関 東 ・ 東 山 100.0 3.3 51.1 45.6 97.9 3.3 50.2 44.5

東 海 100.0 5.2 58.4 36.4 99.2 5.2 57.9 36.2

近 畿 100.0 7.1 65.1 27.9 98.4 6.8 64.3 27.3

中 国 100.0 7.3 59.0 33.7 98.4 7.3 57.9 33.2

四 国 100.0 2.4 40.7 56.9 96.8 2.3 39.1 55.4

九 州 100.0 7.0 62.1 30.9 98.0 7.0 60.8 30.2

注：割合は、オペレーター人数計を100とした構成割合であり、無回答及びオペレーターのいない集落営農を除く。

（２）性別年齢構成別主たる従事者数割合

全 国 100.0 4.6 59.8 35.6 92.2 4.4 55.2 32.7

北 海 道 100.0 11.0 75.4 13.6 76.8 9.7 57.0 10.1

東 北 100.0 5.0 66.0 28.9 92.2 4.9 61.0 26.3

北 陸 100.0 4.9 65.1 30.0 92.7 4.7 61.5 26.5

関 東 ・ 東 山 100.0 2.3 49.2 48.5 95.3 2.3 46.4 46.6

東 海 100.0 4.7 51.1 44.2 91.7 4.6 45.7 41.5

近 畿 100.0 4.2 63.3 32.5 97.0 4.2 62.1 30.8

中 国 100.0 4.9 52.2 42.9 84.9 4.1 45.7 35.0

四 国 100.0 1.6 35.8 62.6 93.9 1.6 33.0 59.4

九 州 100.0 5.2 59.5 35.3 92.1 4.9 54.4 32.9

注：割合は、主たる従事者数計を100とした構成割合であり、無回答の集落営農を除く。

５　構成員１人当たりの平均出資額別集落営農数割合

全 国 100.0 17.2 50.2 9.8 12.5 5.2 3.2 1.8

北 海 道 100.0 23.5 19.6 13.7 11.8 7.8 15.7 7.8

東 北 100.0 16.8 61.8 6.9 7.1 1.9 2.5 3.0

北 陸 100.0 9.4 29.4 14.7 24.5 14.7 4.9 2.4

関 東 ・ 東 山 100.0 10.9 65.8 7.8 8.3 2.7 3.2 1.5

東 海 100.0 22.7 36.7 11.4 15.7 5.7 4.4 3.5

近 畿 100.0 39.0 32.4 9.7 11.7 4.8 2.1 0.3

中 国 100.0 7.5 34.8 18.7 26.2 4.8 7.0 1.1

四 国 100.0 2.9 66.7 9.5 10.5 2.9 4.8 2.9

九 州 100.0 19.5 65.0 6.5 5.4 1.9 1.2 - 

50～100
100万円
以上

オペレーター
人数計

39歳以下 40～64 65歳以上 計 39歳以下 40～64 65歳以上
区　　　分

男女計 男性

区　　　分
男女計 男性

主たる従事者
数計

39歳以下 40～64 65歳以上

30～50

計 39歳以下 40～64 65歳以上

区　　　分
集落営農数

計
出資金
なし

５万円
未満

５～10 10～30
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単位：％

1.6 0.1 0.9 0.6 全 国

5.2 2.5 2.5 0.2 北 海 道

1.3 0.0 0.9 0.3 東 北

0.8 - 0.5 0.3 北 陸

2.1 0.0 0.9 1.1 関 東 ・ 東 山

0.8 - 0.5 0.3 東 海

1.6 0.2 0.8 0.6 近 畿

1.6 - 1.1 0.6 中 国

3.2 0.0 1.6 1.5 四 国

2.0 0.0 1.3 0.6 九 州

単位：％

7.8 0.2 4.6 2.9 全 国

23.2 1.3 18.4 3.5 北 海 道

7.8 0.2 5.0 2.6 東 北

7.3 0.2 3.6 3.5 北 陸

4.7 0.0 2.8 1.8 関 東 ・ 東 山

8.3 0.1 5.5 2.7 東 海

3.0 - 1.2 1.8 近 畿

15.1 0.8 6.5 7.9 中 国

6.1 0.0 2.9 3.2 四 国

7.9 0.3 5.2 2.4 九 州

単位：％

0.1 全 国

- 北 海 道

- 東 北

- 北 陸

- 関東・東山

- 東 海

- 近 畿

- 中 国

- 四 国

0.5 九 州

40～64 65歳以上

女性

計 39歳以下

区 分
計 39歳以下 40～64 65歳以上

区 分

区 分無回答

女性
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６　農作業の体制

（１）水稲・陸稲の農作業体制別集落営農数割合

計 組織 個別 その他 計 組織 個別 その他 計 組織 個別 その他

全 国 100.0 46.1 53.6 0.3 100.0 50.6 48.9 0.5 100.0 51.5 37.7 10.8

北 海 道 100.0 80.6 19.4 - 100.0 72.2 27.8 - 100.0 61.1 27.8 11.1

東 北 100.0 24.0 75.6 0.3 100.0 28.6 70.4 1.0 100.0 36.5 51.9 11.6

北 陸 100.0 82.9 17.1 - 100.0 85.3 14.7 - 100.0 72.0 18.7 9.3

関 東 ・ 東 山 100.0 28.5 70.8 0.7 100.0 30.6 69.4 - 100.0 35.0 59.9 5.1

東 海 100.0 80.1 19.3 0.6 100.0 84.3 15.7 - 100.0 78.3 13.3 8.4

近 畿 100.0 75.8 24.2 - 100.0 75.3 24.7 - 100.0 81.4 12.4 6.2

中 国 100.0 71.0 29.0 - 100.0 79.0 19.9 1.1 100.0 78.2 12.1 9.8

四 国 100.0 25.8 74.2 - 100.0 28.9 70.0 1.1 100.0 26.4 71.3 2.3

九 州 100.0 20.1 79.1 0.8 100.0 28.1 71.3 0.6 100.0 33.0 51.2 15.8

注：「その他」は農作業の大半を組織外に委託している場合である（以下の表において同じ。）。

（２）その他の耕種作物の農作業体制別集落営農数割合

計 組織 個別 その他 計 組織 個別 その他 計 組織 個別 その他

全 国 100.0 72.8 26.6 0.6 100.0 80.7 16.9 2.3 100.0 75.7 24.3 - 

北 海 道 100.0 95.1 4.9 - 100.0 90.0 10.0 - 100.0 100.0 - - 

東 北 100.0 95.5 4.5 - 100.0 91.2 7.5 1.3 100.0 74.0 26.0 - 

北 陸 100.0 97.4 2.6 - 100.0 94.7 4.6 0.8 100.0 73.7 26.3 - 

関 東 ・ 東 山 100.0 56.3 41.3 2.4 100.0 58.6 38.1 3.3 100.0 62.5 37.5 - 

東 海 100.0 96.9 3.1 - 100.0 95.0 4.2 0.8 100.0 81.8 18.2 - 

近 畿 100.0 99.2 0.8 - 100.0 88.8 10.0 1.3 100.0 91.2 8.8 - 

中 国 100.0 98.0 2.0 - 100.0 93.5 5.6 0.9 100.0 89.3 10.7 - 

四 国 100.0 41.4 58.6 - 100.0 92.3 7.7 - 100.0 100.0 - - 

九 州 100.0 41.8 57.4 0.8 100.0 59.6 35.4 5.0 100.0 47.1 52.9 - 

雑穀・いも類・豆類（除大豆）

区　　　分

区　　　分
麦類 大豆

水稲・陸稲

耕起・代かき 田植 防除
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単位：％

計 組織 個別 その他 計 組織 個別 その他

100.0 58.6 39.6 1.7 100.0 23.7 75.2 1.1 全 国

100.0 86.1 11.1 2.8 100.0 16.7 83.3 - 北 海 道

100.0 34.7 63.3 1.9 100.0 12.7 87.3 - 東 北

100.0 86.6 12.4 0.9 100.0 31.2 68.4 0.5 北 陸

100.0 46.1 52.2 1.7 100.0 16.4 82.9 0.7 関 東 ・ 東 山

100.0 84.8 14.6 0.6 100.0 54.5 41.2 4.2 東 海

100.0 80.6 18.9 0.6 100.0 53.9 44.4 1.7 近 畿

100.0 83.5 15.3 1.1 100.0 32.2 66.7 1.1 中 国

100.0 28.9 70.0 1.1 100.0 14.4 85.6 - 四 国

100.0 46.3 50.6 3.1 100.0 15.0 82.6 2.4 九 州

単位：％

計 組織 個別 その他 計 組織 個別 その他

100.0 68.2 31.3 0.5 100.0 37.1 61.6 1.3 全 国

100.0 84.6 15.4 - 100.0 100.0 - - 北 海 道

100.0 61.2 38.8 - 100.0 25.0 75.0 - 東 北

100.0 83.7 16.3 - - - - - 北 陸

100.0 53.4 46.6 - 100.0 - 100.0 - 関 東 ・ 東 山

100.0 80.0 20.0 - 100.0 66.7 - 33.3 東 海

100.0 73.9 26.1 - 100.0 100.0 - - 近 畿

100.0 80.3 18.0 1.6 100.0 100.0 - - 中 国

100.0 66.7 33.3 - 100.0 100.0 - - 四 国

100.0 41.9 56.5 1.6 100.0 - 100.0 - 九 州

野菜・果樹 工芸作物

区 分

区 分

稲刈り・脱穀 水管理、除草、その他

- 17 -



７　経理実務の体制別集落営農数割合（複数回答）

単位：％

全 国 100.0 17.8 34.0 51.0 3.4 23.7 10.0

北 海 道 100.0 21.6 47.1 52.9 - 9.8 17.6

東 北 100.0 15.9 30.8 57.1 1.6 26.1 6.9

北 陸 100.0 22.0 46.1 47.8 5.7 4.1 20.4

関 東 ・ 東 山 100.0 13.1 19.9 42.2 1.5 49.8 9.0

東 海 100.0 22.3 39.3 52.8 4.8 9.2 12.7

近 畿 100.0 11.7 47.2 57.9 6.9 1.0 4.8

中 国 100.0 30.5 40.1 58.8 1.1 2.1 11.8

四 国 100.0 8.6 16.2 30.5 - 59.0 6.7

九 州 100.0 16.5 23.6 45.0 3.4 47.4 6.5

８　財務諸表の整備状況別集落営農数割合（複数回答）

単位：％

全 国 100.0 57.1 57.4 68.3 28.9 0.0

北 海 道 100.0 45.1 45.1 21.6 76.5 - 

東 北 100.0 57.1 58.0 67.6 29.1 - 

北 陸 100.0 69.8 72.2 69.0 34.7 - 

関 東 ・ 東 山 100.0 68.2 70.1 60.0 28.4 - 

東 海 100.0 49.8 47.6 72.1 27.9 - 

近 畿 100.0 45.5 42.8 71.4 21.7 - 

中 国 100.0 85.6 84.0 67.9 39.0 - 

四 国 100.0 86.7 84.8 71.4 31.4 1.0

九 州 100.0 37.2 37.0 71.1 22.1 - 

９　税務の申告方法別集落営農数割合

単位：％

全 国 100.0 78.7 21.3

北 海 道 100.0 66.7 33.3

東 北 100.0 86.3 13.7

北 陸 100.0 66.5 33.5

関 東 ・ 東 山 100.0 82.5 17.5

東 海 100.0 75.5 24.5

近 畿 100.0 89.3 10.7

中 国 100.0 43.3 56.7

四 国 100.0 64.8 35.2

九 州 100.0 87.4 12.6

  組織として
  申告

  損益計算
  書を整備
  している

  収支計算
  書を整備
  している

区　　　分

区　　　分
集落営農数

計

集落営農数
計（実数）

　貸借対照表
　を整備して
　いる

 構成員が個
 々に申告

 農協等の農業
 関係機関に任
 せている

 税理士・公認
 会計士等の農
 業関係機関以
 外に任せてい
 る

 その他の書
 類を整備し
 ている

無回答

区　　　分
集落営農数
計（実数）

集落営農内で行っている

 経理実務の実
 務経験のある
 者が行ってい
 る

 実務経験は無
 いが、簿記の
 知識のある者
 が行っている

 関係機関等の
 助言・指導を
 受けながら行
 っている

その他
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10　総収入別集落営農数割合

単位：％

全 国 100.0 1.7 4.4 6.3 14.8 39.1 18.2 14.8 0.6

北 海 道 100.0 - - - - 19.6 17.6 60.8 2.0

東 北 100.0 1.4 3.3 3.0 8.5 38.7 22.8 21.4 0.8

北 陸 100.0 0.8 2.0 5.3 15.1 43.7 21.6 11.0 0.4

関 東 ・ 東 山 100.0 1.0 3.4 3.6 14.3 46.4 20.1 11.2 - 

東 海 100.0 5.2 10.9 11.4 19.7 34.9 8.7 9.2 - 

近 畿 100.0 3.8 12.1 19.3 30.3 29.0 4.8 0.7 - 

中 国 100.0 1.1 4.3 7.5 20.9 47.1 14.4 4.8 - 

四 国 100.0 3.8 8.6 6.7 11.4 37.1 10.5 14.3 7.6

九 州 100.0 1.5 3.4 4.9 13.1 36.7 18.8 21.1 0.5

注：総収入には、各種交付金等の受取額を含む（以下の表において同じ。）。

11　農産物販売収入別集落営農数割合

単位：％

全 国 100.0 7.5 10.7 9.1 14.3 35.8 12.6 9.3 0.6

北 海 道 100.0 - 2.0 3.9 9.8 17.6 19.6 45.1 2.0

東 北 100.0 5.8 6.9 6.6 10.7 38.2 16.5 14.6 0.8

北 陸 100.0 2.4 6.9 9.4 14.3 43.3 16.3 6.9 0.4

関 東 ・ 東 山 100.0 5.1 13.6 10.4 14.6 39.3 10.9 6.1 - 

東 海 100.0 14.4 18.8 12.2 17.5 27.1 5.7 4.4 - 

近 畿 100.0 27.2 26.2 13.8 16.9 14.1 1.4 0.3 - 

中 国 100.0 7.0 9.1 8.6 21.9 42.2 8.6 2.1 0.5

四 国 100.0 4.8 17.1 12.4 12.4 23.8 10.5 11.4 7.6

九 州 100.0 4.9 9.0 8.8 14.6 36.5 13.2 12.2 0.7

12　農作業受託料金収入別集落営農数割合

単位：％

全 国 100.0 41.3 30.2 15.0 4.5 5.2 2.8 0.3 0.3 0.5

北 海 道 100.0 29.4 15.7 7.8 15.7 9.8 13.7 3.9 2.0 2.0

東 北 100.0 51.4 18.4 14.3 4.9 5.2 4.4 0.5 0.3 0.5

北 陸 100.0 41.6 34.3 13.5 3.7 4.5 1.6 - 0.4 0.4

関 東 ・ 東 山 100.0 47.8 23.3 12.1 5.1 7.0 3.4 1.0 0.2 - 

東 海 100.0 31.9 35.8 17.0 6.1 6.1 3.1 - - - 

近 畿 100.0 33.4 41.7 16.9 4.5 2.8 0.7 - - - 

中 国 100.0 28.3 40.6 20.3 5.9 4.3 0.5 - - - 

四 国 100.0 65.7 11.4 6.7 2.9 4.8 1.0 - - 7.6

九 州 100.0 34.6 35.5 16.3 3.2 6.5 2.9 - 0.5 0.5

無回答

3,000～
5,000

5,000万
円以上

無回答

1,000～
3,000

3,000～
5,000

5,000万
円以上

区　　　分
集落営農数

計
収入
なし

100万円
未満

100～
300

300～
500

500～
1,000

5,000万
円以上

無回答区　　　分

500～
1,000

3,000～
5,000

500～
1,000

1,000～
3,000

300～
500

区　　　分
集落営農数

計

集落営農数
計

100万円
未満

1,000～
3,000

100万円
未満

100～
300

100～
300

300～
500
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13　地代、労賃、配当金等として構成員に支払った集積面積10a当たり平均額別集落営農数割合

単位：％

全 国 100.0 55.6 23.5 14.6 5.9 0.5

北 海 道 100.0 56.9 9.8 17.6 13.7 2.0

東 北 100.0 58.0 20.1 14.0 8.0 - 

北 陸 100.0 35.1 37.1 20.0 7.8 - 

関 東 ・ 東 山 100.0 58.7 18.0 19.7 3.6 - 

東 海 100.0 58.5 23.1 14.0 4.4 - 

近 畿 100.0 60.7 24.1 12.1 3.1 - 

中 国 100.0 49.2 27.3 19.3 4.3 - 

四 国 100.0 38.1 22.9 10.5 7.6 21.0

九 州 100.0 70.3 16.5 8.5 4.2 0.5

14　主たる従事者１人当たりの年間所得金額別集落営農数割合

単位：％

全 国 100.0 57.8 27.6 9.0 4.5 1.1

北 海 道 100.0 23.5 17.6 19.6 37.3 2.0

東 北 100.0 47.8 31.6 15.1 5.5 - 

北 陸 100.0 53.5 35.9 6.1 4.5 - 

関 東 ・ 東 山 100.0 49.5 28.4 12.9 9.2 - 

東 海 100.0 71.6 16.2 4.8 7.4 - 

近 畿 100.0 91.4 6.6 0.7 1.4 - 

中 国 100.0 78.1 15.5 4.8 1.1 0.5

四 国 100.0 51.4 9.5 5.7 5.7 27.6

九 州 100.0 53.3 32.9 8.7 2.2 2.9

100万円未満 100～200

３～５ ５～10区　　　分

300万円以上

10万円以上 無回答

200～300区　　　分
集落営農数

計

集落営農数
計

３万円未満

無回答
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15　総収入・生産費用・労働時間の変化の状況

（１）総収入の対前年増減別集落営農数割合

単位：％

２割以上 １～２割 １割未満 １割未満 １～２割 ２割以上

全 国 100.0 2.8 7.4 7.5 25.9 22.3 13.1 8.4 12.6

北 海 道 100.0 - 7.8 5.9 29.4 23.5 21.6 7.8 3.9

東 北 100.0 1.9 7.4 8.8 22.3 27.2 12.1 7.1 13.2

北 陸 100.0 2.9 5.7 3.7 19.2 26.9 20.8 10.6 10.2

関 東 ・ 東 山 100.0 3.4 7.0 8.7 26.9 18.4 15.3 9.5 10.7

東 海 100.0 3.9 8.7 9.6 27.1 20.1 6.1 10.0 14.4

近 畿 100.0 2.4 7.6 12.4 32.8 15.5 10.7 10.3 8.3

中 国 100.0 2.1 3.7 4.8 15.0 31.6 19.3 11.2 12.3

四 国 100.0 - 2.9 7.6 30.5 9.5 9.5 5.7 34.3

九 州 100.0 3.9 10.0 7.1 35.8 15.3 6.8 5.6 15.4

（２）生産費用の対前年増減別集落営農数割合

単位：％

２割以上 １～２割 １割未満 １割未満 １～２割 ２割以上

全 国 100.0 2.1 7.3 10.1 29.5 17.7 14.8 5.9 12.5

北 海 道 100.0 - 11.8 13.7 29.4 9.8 21.6 9.8 3.9

東 北 100.0 1.6 6.6 7.7 31.6 19.0 16.2 4.4 12.9

北 陸 100.0 2.4 5.3 14.3 22.9 21.6 18.4 5.3 9.8

関 東 ・ 東 山 100.0 2.4 7.0 8.7 28.9 17.7 17.0 8.3 10.0

東 海 100.0 3.5 9.2 6.6 24.0 19.7 13.1 9.2 14.8

近 畿 100.0 1.4 9.7 9.7 29.7 18.6 14.5 8.6 7.9

中 国 100.0 3.7 7.0 10.2 24.1 21.4 14.4 7.5 11.8

四 国 100.0 1.9 4.8 7.6 26.7 13.3 9.5 2.9 33.3

九 州 100.0 2.0 8.7 10.7 36.3 11.4 9.8 5.1 16.0

（３）労働時間の対前年増減別集落営農数割合

単位：％

２割以上 １～２割 １割未満 １割未満 １～２割 ２割以上

全 国 100.0 1.8 8.7 13.1 43.0 12.5 5.4 3.1 12.3

北 海 道 100.0 3.9 7.8 25.5 47.1 2.0 7.8 2.0 3.9

東 北 100.0 2.2 8.0 11.5 45.9 10.2 5.5 3.3 13.5

北 陸 100.0 2.4 9.4 18.8 31.0 20.0 6.5 2.0 9.8

関 東 ・ 東 山 100.0 1.0 8.3 10.4 49.5 11.2 5.6 3.6 10.4

東 海 100.0 3.5 8.7 8.3 39.3 14.8 6.6 4.4 14.4

近 畿 100.0 1.0 11.4 13.4 38.3 15.5 7.6 5.2 7.6

中 国 100.0 2.1 7.5 13.4 32.1 19.3 9.6 3.7 12.3

四 国 100.0 1.9 1.9 5.7 47.6 7.6 6.7 1.9 26.7

九 州 100.0 1.0 9.0 11.7 53.7 5.9 1.5 2.2 14.9

 設立間もな
 いため比較
 できない

増加した（増加割合）
変化なし

 設立間もな
 いため比較
 できない

増加した（増加割合）  設立間もな
 いため比較
 できない

変化なし

変化なし
増加した（増加割合）

区　　　分
集落営農数

計

減少した（減少割合）

区　　　分

区　　　分
集落営農数

計

減少した（減少割合）集落営農数
計

減少した（減少割合）
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15　総収入・生産費用・労働時間の変化の状況（つづき）

（４）総収入及び生産費用の対前年増減組み合わせ別集落営農数割合

生産費用
増加

生産費用
変化なし

生産費用
減少

生産費用
増加

生産費用
変化なし

生産費用
減少

生産費用
増加

全 国 100.0 8.6 3.1 5.7 4.5 18.8 2.5 25.1

北 海 道 100.0 7.8 2.0 3.9 2.0 23.5 3.9 31.4

東 北 100.0 11.8 2.7 3.3 2.5 18.1 1.6 25.3

北 陸 100.0 5.3 1.2 5.7 3.7 13.1 2.4 35.9

関 東 ・ 東 山 100.0 10.2 3.9 4.6 7.3 16.7 2.9 24.8

東 海 100.0 12.7 2.6 6.6 8.7 16.2 1.7 20.1

近 畿 100.0 9.7 4.5 7.9 9.3 19.7 3.8 22.8

中 国 100.0 4.3 2.1 4.3 3.2 10.7 1.1 35.3

四 国 100.0 3.8 1.9 3.8 2.9 24.8 2.9 19.0

九 州 100.0 7.3 4.9 8.3 4.4 27.5 3.4 14.1

注：｢設立間もないため比較できない｣には、総収入及び生産費用の両方、またはいずれかに設立間もないため比較できないと回答した場合が

（５）総収入及び労働時間の対前年増減組み合わせ別集落営農数割合

労働時間
増加

労働時間
変化なし

労働時間
減少

労働時間
増加

労働時間
変化なし

労働時間
減少

労働時間
増加

全 国 100.0 3.7 7.9 5.7 1.7 19.9 4.2 15.4

北 海 道 100.0 - 5.9 7.8 - 23.5 5.9 11.8

東 北 100.0 4.9 8.5 4.7 1.6 17.0 3.6 12.4

北 陸 100.0 3.3 2.9 6.1 0.4 13.5 5.3 24.5

関 東 ・ 東 山 100.0 3.4 9.7 5.6 1.7 20.9 4.4 15.3

東 海 100.0 5.7 11.4 4.8 2.6 20.5 3.9 17.5

近 畿 100.0 4.8 8.3 9.0 5.2 21.7 5.2 17.9

中 国 100.0 3.2 4.8 2.1 1.6 10.7 2.7 27.3

四 国 100.0 1.0 6.7 2.9 1.0 26.7 1.9 14.3

九 州 100.0 2.4 11.4 6.6 1.2 30.4 3.9 5.6

注：｢設立間もないため比較できない｣には、総収入及び労働時間の両方、またはいずれかに設立間もないため比較できないと回答した場合が

区　　　分

区　　　分
集落営農数

計

総収入減少
集落営農数

計

総収入減少 総収入変化なし

総収入変化なし
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単位：％

生産費用
変化なし

生産費用
減少

7.6 11.0 13.2 全 国

3.9 17.6 3.9 北 海 道

10.7 10.4 13.5 東 北

8.6 13.9 10.2 北 陸

7.8 10.4 11.4 関 東 ・ 東 山

5.2 10.5 15.7 東 海

5.5 8.3 8.6 近 畿

11.2 15.5 12.3 中 国

- 5.7 35.2 四 国

3.7 9.3 17.0 九 州

該当する。

単位：％

労働時間
変化なし

労働時間
減少

14.5 13.5 13.5 全 国

17.6 23.5 3.9 北 海 道

20.1 13.2 14.0 東 北

14.7 19.2 10.2 北 陸

18.0 9.2 11.9 関 東 ・ 東 山

7.4 10.9 15.3 東 海

7.9 10.7 9.3 近 畿

16.6 18.2 12.8 中 国

5.7 4.8 35.2 四 国

10.5 11.0 17.0 九 州

該当する。

 設立間もな
 いため比較
 できない

区 分

総収入増加  設立間もな
 いため比較
 できない

区 分

総収入増加
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16　生産作物別集落営農数割合

（１）生産作物別集落営農数割合（複数回答）

全 国 100.0 83.1 82.6 10.0 58.5 61.8 10.8 1.4
北 海 道 100.0 70.6 66.7 11.8 80.4 78.4 27.5 7.8
東 北 100.0 85.7 85.2 12.9 24.2 62.6 13.7 1.1
北 陸 100.0 88.6 88.6 13.9 46.5 53.5 15.5 - 
関 東 ・ 東 山 100.0 71.1 69.2 9.2 90.5 51.0 9.7 1.0
東 海 100.0 75.1 75.1 4.8 85.6 52.0 4.8 1.3
近 畿 100.0 62.8 62.8 3.4 87.2 55.2 11.7 0.3
中 国 100.0 94.1 93.6 14.4 26.7 57.2 15.0 3.7
四 国 100.0 85.7 85.7 1.9 94.3 24.8 1.0 1.9
九 州 100.0 87.3 86.9 6.6 87.8 81.2 2.9 2.5

（２）生産作物の組み合わせ別集落営農数割合

全 国 100.0 8.2 1.3 6.8 0.1 5.3 4.1 11.9
北 海 道 100.0 3.9 - 2.0 2.0 2.0 - 7.8
東 北 100.0 13.7 1.6 11.8 0.3 1.9 8.2 6.3
北 陸 100.0 10.6 3.3 7.3 - 2.9 6.1 16.3
関 東 ・ 東 山 100.0 2.4 - 2.4 - 16.3 0.5 21.8
東 海 100.0 4.8 1.3 3.5 - 13.5 0.4 19.2
近 畿 100.0 2.1 0.3 1.7 - 16.6 0.7 14.8
中 国 100.0 13.4 1.1 12.3 - 2.7 2.7 5.3
四 国 100.0 3.8 - 3.8 - 7.6 - 57.1
九 州 100.0 3.7 0.2 3.6 - 1.5 1.7 7.0

全 国 5.4 8.6 0.7 6.6 0.1
北 海 道 2.0 5.9 13.7 11.8 2.0
東 北 3.3 13.7 0.5 4.4 0.3
北 陸 9.8 11.4 0.4 6.5 - 
関 東 ・ 東 山 5.1 2.7 0.7 9.5 - 
東 海 7.4 1.3 0.4 5.2 - 
近 畿 5.2 2.1 0.3 6.9 - 
中 国 5.9 24.6 - 7.5 - 
四 国 6.7 - 1.0 3.8 - 
九 州 3.6 1.9 1.0 8.3 - 

注：｢他の品目｣には、水稲・陸稲、麦類及び大豆以外の品目が含まれる。

主食用以外
（加工・飼料

用等）のみ

大豆のみ麦類のみ

水稲・陸稲のみ

その他

水稲・陸稲
＋麦類

水稲・陸稲
＋大豆

＋他の品目

麦類
＋大豆

＋他の品目

水稲・陸稲
＋麦類
＋大豆

＋他の品目

計

主食用＋主
食用以外

（加工・飼料
用等）

主食用のみ
区　　　分

集落営農数
計

集落営農数
計（実数）

区　　　分
水稲・陸稲

＋麦類
＋他の品目

区　　　分 工芸作物水稲・陸稲
水稲・陸稲
（主食用）

水稲・陸稲
（加工・飼料
用等の主食用

以外）

麦類 大豆
雑穀・いも
類・豆類

（除大豆）
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単位：％

14.1 1.6 1.7 6.6 1.1 2.0 全 国
25.5 - 3.9 11.8 2.0 2.0 北 海 道
13.5 1.1 2.5 10.7 1.6 2.2 東 北
18.4 2.4 1.6 1.2 - 2.0 北 陸
13.3 2.2 1.9 2.4 0.5 1.5 関東・東山
10.5 1.3 0.4 2.2 - 2.2 東 海
6.9 1.7 1.7 3.8 - 1.7 近 畿

31.0 2.1 2.7 13.9 3.2 5.3 中 国
7.6 1.0 - 1.0 - 1.0 四 国
9.8 1.0 0.5 8.0 1.7 0.8 九 州

単位：％

13.4 5.7 22.3 6.7 1.4 5.3 - 0.6 0.4
3.9 7.8 33.3 2.0 - 2.0 - 2.0 2.0

28.0 2.2 4.9 11.3 2.2 9.1 - 0.5 0.5
18.4 1.2 9.0 6.5 2.0 4.5 - 0.4 0.4
1.5 10.0 26.0 2.2 0.5 1.7 - 1.2 0.2
4.8 10.5 29.3 3.1 1.3 1.7 - - - 
3.8 16.9 24.1 3.8 0.7 3.1 - 2.4 0.3

17.1 0.5 4.8 15.5 3.7 11.8 - - - 
1.9 5.7 12.4 - - - - - - 
1.7 8.0 58.2 2.9 - 2.9 - 0.2 0.3

計

主食用＋主
食用以外

（加工・飼料

用等）＋他
の品目

麦類＋他の
品目

大豆＋他の
品目

主食用以外
（加工・飼料

用等）＋他
の品目

水稲・陸稲
＋麦類
＋大豆

水稲・陸稲＋他の品目

水稲・陸稲
＋大豆

麦類
＋大豆 主食用＋他

の品目

区 分畜産野菜類 果樹類 花き・花木
飼料作物

（除水稲・
陸稲）

その他
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16　生産作物別集落営農数割合（つづき）

（３）農産物販売金額１位の作物別集落営農数割合

全 国 100.0 75.6 75.1 0.5 15.6 7.8 0.3 0.1

北 海 道 100.0 62.7 58.8 3.9 15.7 5.9 7.8 2.0

東 北 100.0 83.5 83.2 0.3 3.0 12.4 0.3 0.3

北 陸 100.0 86.1 85.7 0.4 6.1 7.8 - - 

関 東 ・ 東 山 100.0 51.7 51.5 0.2 41.3 6.1 - - 

東 海 100.0 58.5 58.5 - 35.4 6.1 - - 

近 畿 100.0 48.3 47.6 0.7 43.8 6.2 1.4 - 

中 国 100.0 89.3 87.2 2.1 5.3 4.8 - - 

四 国 100.0 69.5 69.5 - 26.7 2.9 - - 

九 州 100.0 78.3 77.8 0.5 14.9 5.4 0.2 0.2

（４）現在生産していないが、今後生産する予定の作物別集落営農数割合（予定作物は複数回答）

予定あり

全 国 100.0 38.3 (100.0) (36.7) (14.7) (23.1) (5.7) (10.6)

北 海 道 100.0 33.3 (100.0) (23.5) - (23.5) (17.6) (5.9)

東 北 100.0 43.1 (100.0) (38.2) (7.0) (31.8) (8.3) (13.4)

北 陸 100.0 40.8 (100.0) (21.0) (9.0) (12.0) (5.0) (9.0)

関 東 ・ 東 山 100.0 35.9 (100.0) (47.3) (15.5) (33.8) (1.4) (9.5)

東 海 100.0 40.2 (100.0) (44.6) (21.7) (25.0) (2.2) (17.4)

近 畿 100.0 38.6 (100.0) (58.0) (46.4) (13.4) (0.9) (17.0)

中 国 100.0 40.6 (100.0) (30.3) (6.6) (25.0) (10.5) (6.6)

四 国 100.0 34.3 (100.0) (27.8) (13.9) (13.9) (2.8) (5.6)

九 州 100.0 30.1 (100.0) (37.3) (17.5) (21.5) (5.6) (5.1)

注：（　）の割合は、今後生産する予定のある集落営農数を100とした割合である。

工芸作物区　　　分
集落営農数

計

水稲・陸稲

主食用
主食用以外
（加工・飼料

用等）

雑穀・いも
類・豆類

（除大豆）

実集落営農数 麦類 大豆

計

水稲・陸稲
水稲・陸稲
（主食用）

水稲・陸稲
（加工・飼料
用等の主食用

以外）

麦類 大豆

区　　　分
集落営農数

計
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単位：％

0.4 0.0 - 0.0 0.1 0.1 全 国

2.0 - - 2.0 2.0 - 北 海 道

0.3 - - - - 0.3 東 北

- - - - - - 北 陸

0.7 0.2 - - - - 関東・東山

- - - - - - 東 海

0.3 - - - - - 近 畿

0.5 - - - - - 中 国

- - - - - 1.0 四 国

0.8 - - - 0.2 - 九 州

単位：％

（複数回答）

(12.0) (4.4) (41.9) (4.8) (6.0) (11.0) (1.3) (5.4) 61.7 全 国

- (23.5) (35.3) - - (11.8) (11.8) - 66.7 北 海 道

(10.2) (4.5) (45.9) (2.5) (3.8) (14.0) (1.3) (7.0) 56.9 東 北

(18.0) (4.0) (46.0) (9.0) (11.0) (7.0) (2.0) (5.0) 59.2 北 陸

(9.5) (3.4) (37.8) (4.7) (2.0) (15.5) (0.7) (4.1) 64.1 関 東 ・ 東 山

(14.1) (3.3) (28.3) (6.5) (3.3) (12.0) (1.1) (4.3) 59.8 東 海

(8.9) (4.5) (30.4) (7.1) (11.6) (3.6) - (3.6) 61.4 近 畿

(14.5) (7.9) (35.5) (1.3) (5.3) (11.8) (2.6) (3.9) 59.4 中 国

(2.8) (8.3) (66.7) (2.8) (2.8) (2.8) - - 65.7 四 国

(10.7) (2.8) (43.5) (4.0) (3.4) (13.0) (0.6) (6.2) 69.9 九 州

飼料作物
（除水稲・

陸稲）
野菜類 果樹類 花き・花木

飼料作物
（除水稲・
陸稲）

畜産

畜産 その他 区 分

区 分
その他

予定なし
野菜類 果樹類 花き・花木

雑穀・いも
類・豆類

（除大豆）
工芸作物
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17　農業生産以外の取組状況

（１）現在取り組んでいる活動内容別集落営農数割合（複数回答）

単位：％

全 国 100.0 3.8 0.2 14.7 4.7 4.0 78.5

北 海 道 100.0 7.8 2.0 23.5 5.9 2.0 70.6

東 北 100.0 3.6 0.3 9.3 3.0 2.7 84.9

北 陸 100.0 3.7 - 22.9 5.3 3.3 71.4

関 東 ・ 東 山 100.0 2.2 - 11.9 6.8 4.1 80.3

東 海 100.0 3.1 - 19.7 5.7 3.5 74.2

近 畿 100.0 2.1 0.3 21.0 7.2 5.5 70.3

中 国 100.0 14.4 - 32.1 9.6 4.3 59.4

四 国 100.0 3.8 - 10.5 1.9 3.8 83.8

九 州 100.0 1.9 0.2 5.1 2.5 5.4 87.4

（２）今後取り組む予定の活動内容別集落営農数割合（複数回答）

単位：％

全 国 100.0 13.3 0.7 21.3 9.5 3.7 64.4

北 海 道 100.0 9.8 - 21.6 19.6 5.9 62.7

東 北 100.0 15.7 0.3 22.0 9.9 5.2 62.9

北 陸 100.0 15.1 0.8 24.5 6.9 4.1 58.8

関 東 ・ 東 山 100.0 11.4 1.7 20.9 8.7 3.9 67.2

東 海 100.0 9.2 2.2 22.3 10.5 4.4 64.6

近 畿 100.0 12.4 1.0 23.1 10.3 3.4 64.5

中 国 100.0 18.7 1.1 19.3 16.0 2.1 58.3

四 国 100.0 8.6 - 16.2 1.9 7.6 70.5

九 州 100.0 9.5 0.3 17.7 9.2 1.7 71.6

その他
無回答

（取り組んでい

ないを含む）
区　　　分

集落営農数
計（実数）

　  農産物の
　  加工

 農家レスト
 ラン

 消費者等へ
 の直接販売

 都市住民と
 の交流

区　　　分
集落営農数
計（実数）

　  農産物の
　  加工

 農家レスト
 ラン

 消費者等へ
 の直接販売

 都市住民と
 の交流

その他
無回答

（取り組む予定

なしを含む）

- 28 -



18　収益向上に向けた取組状況

（１）現在取り組んでいる活動内容別集落営農数割合（複数回答）

単位：％

全 国 100.0 34.2 42.6 45.7 55.6 29.0 1.3 16.5

北 海 道 100.0 43.1 66.7 64.7 78.4 41.2 - 3.9

東 北 100.0 32.7 41.5 48.4 70.6 27.2 1.1 12.4

北 陸 100.0 41.6 45.7 47.3 57.6 43.3 1.6 11.4

関 東 ・ 東 山 100.0 37.4 35.2 37.9 59.7 19.7 0.7 18.0

東 海 100.0 36.2 36.2 55.0 48.9 37.6 2.6 14.8

近 畿 100.0 35.5 47.2 44.5 37.2 32.4 1.4 19.7

中 国 100.0 46.0 49.2 59.4 53.5 39.6 0.5 10.2

四 国 100.0 41.9 27.6 35.2 55.2 17.1 - 19.0

九 州 100.0 22.4 41.1 38.0 43.6 15.6 1.4 26.8

（２）今後取り組む予定の活動内容別集落営農数割合（複数回答）

単位：％

全 国 100.0 17.0 28.0 20.9 13.0 21.0 1.5 38.2

北 海 道 100.0 13.7 11.8 15.7 3.9 21.6 3.9 52.9

東 北 100.0 18.4 32.4 24.7 10.7 21.4 1.4 34.9

北 陸 100.0 16.3 19.2 19.2 6.9 20.4 0.8 46.1

関 東 ・ 東 山 100.0 14.3 32.8 21.8 11.7 20.6 2.2 39.3

東 海 100.0 21.0 25.8 17.5 12.7 20.5 3.1 38.4

近 畿 100.0 16.6 20.0 17.9 13.1 26.2 1.4 39.7

中 国 100.0 15.5 15.5 16.0 13.9 17.6 2.7 46.0

四 国 100.0 17.1 48.6 22.9 10.5 21.9 1.0 25.7

九 州 100.0 16.8 36.3 21.2 21.9 19.7 1.2 31.7

　経営規模
　（農作業
　受託面積
　を含む）
　の拡大

 農業用機械
 の共同利用
 化・大型化

　経営規模
　（農作業
　受託面積
　を含む）
　の拡大

 農業用機械
 の共同利用
 化・大型化

区　　　分
集落営農数
計（実数）

区　　　分
集落営農数
計（実数）

無回答
（取り組む予定

なしを含む）

その他
無回答

（取り組んでい
ないを含む）

 肥料・農薬
 の共同（大
 口）購入

 適切な作業
 分担等によ
 る労働時間
 の減少

 適切な作業
 分担等によ
 る労働時間
 の減少

 肥料・農薬
 の使用軽減

 肥料・農薬
 の使用軽減

 肥料・農薬
 の共同（大
 口）購入

その他
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19　現在取り組んでいる法人化に向けた取組別集落営農数割合（任意組織のみ回答、複数回答）

全 国 100.0 42.0 29.0 24.5 16.6 32.4 2.2 1.7
北 海 道 100.0 62.5 50.0 31.3 25.0 40.6 3.1 - 
東 北 100.0 40.8 25.5 21.5 11.5 28.0 0.9 2.2
北 陸 100.0 41.6 35.1 25.3 20.8 37.0 2.6 1.3
関 東 ・ 東 山 100.0 45.9 27.5 27.5 16.4 27.2 1.7 2.0
東 海 100.0 41.5 25.9 29.0 26.4 32.1 3.1 2.6
近 畿 100.0 45.4 26.7 26.7 26.0 44.7 3.4 0.8
中 国 100.0 59.7 39.0 35.1 23.4 39.0 10.4 1.3
四 国 100.0 57.6 21.2 45.5 27.3 31.8 3.0 1.5
九 州 100.0 36.6 30.1 21.8 12.1 29.5 1.5 1.5

20　次期代表者の性別年齢構成別集落営農数割合

次期代表者がいる

全 国 100.0 77.2 (100.0) (2.7) (83.2) (14.1) - (99.9)
北 海 道 100.0 74.5 (100.0) (10.5) (86.8) (2.6) - (100.0)
東 北 100.0 75.0 (100.0) (5.5) (89.7) (4.8) - (100.0)
北 陸 100.0 82.4 (100.0) (2.0) (87.1) (10.9) - (100.0)
関 東 ・ 東 山 100.0 71.1 (100.0) (3.1) (71.7) (25.3) - (99.7)
東 海 100.0 71.6 (100.0) (2.4) (70.7) (26.8) - (100.0)
近 畿 100.0 81.4 (100.0) (0.8) (82.6) (16.5) - (100.0)
中 国 100.0 74.3 (100.0) (2.2) (75.5) (22.3) - (99.3)
四 国 100.0 50.5 (100.0) (1.9) (71.7) (26.4) - (100.0)
九 州 100.0 79.6 (100.0) (1.1) (80.8) (18.1) - (100.0)

注：（　）の割合は、次期代表者がいる集落営農数を100とした割合である。

21　後継者の有無及び想定される確保先別集落営農数割合（想定される確保先は複数回答）

全 国 100.0 61.3 38.7 (100.0) (88.3) (23.2) (8.0) (8.4)
北 海 道 100.0 56.9 43.1 (100.0) (59.1) (18.2) (13.6) (36.4)
東 北 100.0 58.8 41.2 (100.0) (90.7) (23.3) (6.7) (9.3)
北 陸 100.0 70.6 29.4 (100.0) (88.9) (18.1) (13.9) (12.5)
関 東 ・ 東 山 100.0 54.4 45.6 (100.0) (85.6) (22.9) (5.9) (8.0)
東 海 100.0 57.2 42.8 (100.0) (88.8) (25.5) (7.1) (10.2)
近 畿 100.0 61.4 38.6 (100.0) (90.2) (29.5) (6.3) (6.3)
中 国 100.0 64.7 35.3 (100.0) (86.4) (19.7) (12.1) (6.1)
四 国 100.0 39.0 61.0 (100.0) (92.2) (35.9) (3.1) (10.9)
九 州 100.0 60.3 39.7 (100.0) (86.3) (23.1) (6.8) (4.3)

注：（　）の割合は、後継者が確保されていない集落営農数を100とした割合である。

  構成農家では
  ない集落内の
  農家から

  集落外の
  農家から

 新規就農者
 から

後継者が確保
されている
集落営農数

実集落営農数

後継者が確保されていない集落営農数
想定される確保先（複数回答）

区　　　分
集落営農数

計

実集落営農数 39歳以上 40～64 65歳以上

構成農家や
その家族から

無回答 計

 役員会など
 組織の意志
 決定機関の
 設置準備

 登記など法
 人設立のた
 めの具体的
 な手続き

男女計

 法人として
 の会計処理
 を行うため
 の経理体制
 の整備

役員・オペ
レータの確保

   設立に向け
   た合意形成
   の話し合い

 農業用機
 械の集約
 ・整理

その他区　　　分
集落営農数
計（実数）

区　　　分
集落営農数

計

- 30 -



単位：％

35.7 全 国
21.9 北 海 道
38.0 東 北
32.5 北 陸
34.6 関東・東山
34.2 東 海
30.5 近 畿
22.1 中 国
21.2 四 国
41.4 九 州

単位：％

集落営農数

(2.7) (83.1) (14.1) (0.1) (0.0) (0.0) - 22.8 全 国
(10.5) (86.8) (2.6) - - - - 25.5 北 海 道
(5.5) (89.7) (4.8) - - - - 25.0 東 北
(2.0) (87.1) (10.9) - - - - 17.6 北 陸
(3.1) (71.3) (25.3) (0.3) - (0.3) - 28.9 関 東 ・ 東 山
(2.4) (70.7) (26.8) - - - - 28.4 東 海
(0.8) (82.6) (16.5) - - - - 18.6 近 畿
(1.4) (75.5) (22.3) (0.7) (0.7) - - 25.7 中 国
(1.9) (71.7) (26.4) - - - - 49.5 四 国
(1.1) (80.8) (18.1) - - - - 20.4 九 州

単位：％

(5.7) 全 国
(27.3) 北 海 道
(5.3) 東 北
(1.4) 北 陸
(8.5) 関東・東山
(3.1) 東 海
(3.6) 近 畿
(9.1) 中 国
(3.1) 四 国
(7.7) 九 州

その他

65歳以上

区　分

39歳以上 40～64

男性 区 分

65歳以上

無回答
（取り組んで
いないを含

む）

区　分

 次期代表者
 がいない

計 39歳以上 40～64

女性
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22　集積面積規模別総収入別集落営農数割合

単位：％

計 100.0 1.7 4.4 6.3 14.8 39.1 18.2 14.8 0.6
20ha 未 満 100.0 3.9 10.3 16.8 30.5 35.0 2.9 0.6 0.1
20 ～ 30 100.0 0.9 3.1 4.6 14.8 58.4 16.2 1.9 0.3
30 ～ 50 100.0 1.0 2.3 1.9 7.3 40.1 35.3 11.2 1.1
50 ～ 100 100.0 1.0 1.3 0.6 5.0 24.0 22.4 45.5 0.2
100ha 以 上 100.0 - 1.6 1.3 3.7 11.1 5.6 74.4 2.3

注：　集積面積とは、経営耕地面積（自己所有地＋借入地）と農作業受託面積（部分作業受託を含む）の合計である。

注：また、調査対象の集積面積は｢集落営農実態調査｣（平成21年２月１日現在）により把握されたものである。

23　組織形態別総収入別集落営農数割合

単位：％

計 100.0 1.7 4.4 6.3 14.8 39.1 18.2 14.8 0.6
法 人 100.0 0.7 1.8 3.4 12.6 43.0 21.6 16.8 - 
任 意 組 織 100.0 1.9 5.1 7.1 15.4 38.1 17.3 14.3 0.7

注：調査対象の組織形態は｢集落営農実態調査｣（平成21年２月１日現在）により把握されたものである（以下の表において同じ。）。

24　組織形態別収益向上に向けた取組状況

（１）現在取り組んでいる活動内容別集落営農数割合（複数回答）

単位：％

計 100.0 34.2 42.6 45.7 55.6 29.0 1.3 16.5

法 人 100.0 58.9 52.7 65.6 61.0 51.3 2.3 5.0

任 意 組 織 100.0 27.7 39.9 40.4 54.2 23.1 1.0 19.5

（２）今後取り組む予定の活動内容別集落営農数割合（複数回答）

単位：％

計 100.0 17.0 28.0 20.9 13.0 21.0 1.5 38.2

法 人 100.0 12.7 14.4 16.0 8.3 19.8 2.2 48.9

任 意 組 織 100.0 18.1 31.6 22.2 14.2 21.3 1.3 35.4

無回答
（取り組ん
でいないを
含む）

区　　　分
集落営農数
計（実数）

　経営規模
　（農作業
　受託面積
　を含む）
　の拡大

　農業用機
　械の共同
　利用化・
　大型化

　肥料・農
　薬の使用
　軽減

　肥料・農
　薬の共同
　（大口）
　購入

無回答
（取り組む
予定なしを
含む）

区　　　分
集落営農数
計（実数）

　経営規模
　（農作業
　受託面積
　を含む）
　の拡大

　農業用機
　械の共同
　利用化・
　大型化

3,000～
5,000

その他

　適切な作
　業分担等
　による労
　働時間の
　減少

　肥料・農
　薬の使用
　軽減

　肥料・農
　薬の共同
　（大口）
　購入

その他

　適切な作
　業分担等
　による労
　働時間の
　減少

区　　　分
集落営農数

計
100万円
未満

1,000～
3,000

100～300

区　　　分
集落営農数

計
100万円
未満

100～300

5,000万
円以上

無回答

300～500
3,000～
5,000

500～
1,000

1,000～
3,000

300～500
500～
1,000

5,000万
円以上

無回答
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25　組織形態別農業生産以外の取組状況

（１）現在取り組んでいる活動内容別集落営農数割合（複数回答）

単位：％

計 100.0 3.8 0.2 14.7 4.7 4.0 78.5

法 人 100.0 12.8 0.3 36.0 11.7 3.9 53.8

任 意 組 織 100.0 1.4 0.1 9.0 2.8 4.0 85.1

（２）今後取り組む予定の活動内容別集落営農数割合（複数回答）

単位：％

計 100.0 13.3 0.7 21.3 9.5 3.7 64.4

法 人 100.0 27.6 1.4 25.7 14.9 2.8 49.2

任 意 組 織 100.0 9.5 0.5 20.1 8.1 4.0 68.4

26　組織形態別１組織当たり平均集積面積

単位：ha

計 40.0
法 人 39.7
任 意 組 織 40.0

注：　平均集積面積は「集落営農実態調査」（平成21年２月現在）
注：により把握された本調査対象集落営農ごとの集積面積からの推
注：計値である（推計式は【調査の概要】（P34）参照。）。

その他
無回答

（取り組む予定

なしを含む）

 都市住民と
 の交流

その他区　　　分
集落営農数
計（実数）

  農産物の
  加工

 農家レスト
 ラン

１組織当たり
平均集積面積

区　　　分

無回答
（取り組んでい

ないを含む）

区　　　分
集落営農数
計（実数）

  農産物の
  加工

 農家レスト
 ラン

 消費者等へ
 の直接販売

 都市住民と
 の交流

 消費者等へ
 の直接販売
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【調査の概要】

１ 調査（統計）の目的
本調査は 「食料・農業・農村基本計画」に基づく、集落営農の育成・確保・支援に、

係る施策の企画・立案、推進に必要な資料の整備を行うことを目的とする。

２ 調査の対象
調査は 「集落営農実態調査 （平成21年２月１日現在）により把握した集落営農のう、 」

ち 「水田・畑作経営所得安定対策」に加入している7,194集落営農から任意に抽出され、
た2,829集落営農の代表者を調査対象とした （回収率87.4％）。

３ 調査事項
（１）集落営農活動の目的
（２）組織の構成
（３）組織の運営
（４）財務諸表の整備状況、納税の申告方法
（５）経営展開
（６）次期代表者等の状況

４ 調査の時期
平成21年３月１日現在。

５ 調査の方法
調査は、センターから調査対象に対して調査票を郵送により配付・回収する自計申告

調査の方法により行った。

６ 推計方法
集計対象事項（Ｘ）の農業地域別（沖縄を除く）の推定値は、次に示す推定式により

算出した。また、全国の推定値は、農業地域別推定値を加算することにより算出した。

〔推定式〕
X：当該地域のｘの合計の推定値
N：当該地域の母集団の大きさ
n：当該地域の集計標本数
xi：当該地域のｉ番集計標本のＸの調査値

７ 実績精度
後継者を確保している集落営農数割合の標準誤差は次のとおりである。

単位：％

全 国 北 海 道 東 北 北 陸 関東・東山 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州

0.9 2.7 2.3 2.6 1.3 1.6 2.2 2.8 1.7 1.6

n

i=1
∑xiX =

N
n



- 35 -

８ 全国農業地域
全国農業地域とその範囲については、以下のとおりである。

全国農業地域 所 属 都 道 府 県

北 海 道 北海道

東 北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

北 陸 新潟、富山、石川、福井

関 東 ・ 東 山 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野

東 海 岐阜、静岡、愛知、三重

近 畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口

四 国 徳島、香川、愛媛、高知

九 州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

沖 縄 沖縄
注： ただし、東京、神奈川、山梨、大阪、和歌山、高知及び沖縄の各都府県については調査対象が存在しな

いため表章範囲には含んでいない。

９ 用語の解説
集落営農 「集落」を単位として 農業生産過程における一部又は全部につい注１）

ての共同化・統一化に関する合意 の下に実施される営農をいう。注２）

このため、水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）
の対象となる集落営農とは必ずしも一致しない。

注１）集落を単位として
集落営農を構成する農家の範囲が、ひとつの農業集落を基本

的な単位としていること （他集落に属する少数の農家が構成農。
家として参加している場合や、複数の集落をひとつの単位とし
て構成する場合も含む ）なお、集落を構成する全ての農家が何。
らかの形で集落営農に参加していることが原則であるが、集落
内の全ての農家のうち、おおむね過半の農家が参加している場
合はこれを含めた。

また、大規模な集落の場合で、集落内に「組（くみ 」など、）
実質的に集落としての機能を持った、より小さな単位がある場
合は、これを集落営農の単位とした。

注２）農業生産過程における一部又は全部についての共同化・統一
化に関する合意

集落営農に参加する農家が、集落営農の組織形態、農地の利用
計画、農業用機械の利用計画、役員やオペレーターの選定、栽培
方法等、集落としてまとまりを持った営農に関するいずれかの事
項について行う合意をいう。

具体的には、次のいずれかに該当する取組を行っているものと
した。

（１）集落で農業用機械を共同所有し、集落ぐるみのまとまった
営農計画などに基づいて、集落営農に参加する農家が共同で
利用している。

（２）集落で農業用機械を共同所有し、集落営農に参加する農家
から基幹作業受託を受けたオペレーター組織等が利用してい
る。

(３）集落の農地全体をひとつの農場とみなし、集落内の営農を



- 36 -

一括して管理・運営している。
（４）認定農業者、農業生産法人等、地域の意欲ある担い手に農

地の集積、農作業の委託等を進めながら、集落ぐるみでのま
とまった営農計画などにより集落単位での土地利用、営農を
行っている。

（５）集落営農に参加する各農家の出役により、共同で（農業用
機械を利用した農作業以外の）農作業を行っている。

（６）作付地の団地化など、集落内の土地利用調整を行っている。

ただし、以下に該当する取組のみを行う組織については、集落
営農組織には含まないこととした。

① 農業用機械の所有のみを共同で行う取組。
② 栽培協定、用排水の管理の合意のみの取組。

オペレーター 集落営農の構成員のうち、機械のオペレーターとして従事している人
をいう。単に免許を持っていて機械操縦ができる人であっても実際のオ
ペレーションを行っていない人は含めない。

主たる従事者 集落営農の構成員のうち、その集落営農が行う耕作又は養畜を中核的
に担う者であり、かつ、市町村が定める基本構想において定めている農
業所得水準を目指している者又はこれに達している者をいう。

出資金 集落営農の運営のために、構成員から徴収したものをいう。

農作業の体制 水稲・陸稲の生産過程別、及び麦類、大豆、雑穀・いも類・豆類（大
豆を除く 、野菜・果樹、工芸作物の生産に係る農作業についての作業体）
制についてみたものである。

組織として行 水稲・陸稲の生産過程又は各作物の生産に係る作業の大半を集落営農
う として行っている場合をいう。なお、組織として、組織外に農作業の大

半を委託している場合は 「その他」とする。、

構成農家が個 水稲・陸稲の生産過程又は各作物の生産に係る作業の大半を集落営農
別に行う の構成員が個別に行っている場合をいう。

その他 組織外の農家や組織に農作業の大半を委託している場合をいう。

経理実務の体制 経理実務とは、出納簿の記帳、財務諸表の作成、税務申告書類の作成
等とし、これらの事務処理の方法についてみたものである。

総収入 集落営農活動の成果である農産物の販売収入、農作業受託料金収入及
び農業生産以外の活動による収入に、各種交付金、補助金の受取額等を
加えた集落営農の総収入をいう。

農産物販売収入 集落営農に参加している個々の農家の農産物販売収入ではなく、集落
営農として販売した農産物の販売収入（肥料代、農薬代などの諸経費を
差引く前の売上金額）をいう。
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農作業受託料金 集落営農が農作業を受託したことによって得た収入（諸経費や人件費
収入 を差引く前の金額）をいう。

構成員に支払っ 集落営農が集落営農の構成員に対し過去１年間に支払った、地代、労
た10a当たり平 賃、配当金の合計金額について、集積面積10アール当たりの平均額につ
均額 いてみたものである。

財務諸表の整備
状況

財務諸表 貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、収支計算書（キャッシュ・フロ
ー計算書(C/F) 、株主資本等変動計算書（S/S 、付属明細表など、企業） ）
が利害関係者に対して一定期間の経営成績や財政状態等を明らかにする
ために複式簿記に基づき作成される書類をいう。

貸借対照表 バランスシート(Balance sheet・略称B/S)とも呼ばれる。企業のある
一時点における資産、負債及び資本の状態を表すために複式簿記と呼ば
れる手法により損益計算書などと同時に作成され、その企業の株主や債
権者などに経営状態に関する情報を提供するものをいう。

損益計算書 企業のある一定期間における収益と費用の状態を表すために複式簿記
と呼ばれる手法により貸借対照表などと同時に作成され、その企業の株
主や債権者などに経営状態に関する情報を提供するものをいう。日本で
は Profit and Loss Statementの頭文字をとってP/L と略称されること
が多い。

収支計算書 一会計期間における資金（現金及び現金同等物）の増減、つまり収入
と支出を営業活動、投資活動、財務活動等に区分して表示する財務諸表
をいう。キャッシュ・フロー計算書(C/F)、資金計算書ともいう。

納税の申告方法
構成員が個々 集落営農活動により得た所得について、集落営農の構成員が個々に申
に申告 告書類を作成している場合（申告は、集落営農が構成員分を取りまとめ

て行う場合を含む ）をいう。。

。組織として申 集落営農が組織としての申告書類を一元的に作成している場合をいう
告

集落営農の変化 集落営農の総収入、生産費用及び労働時間について、過去１年間とそ
（ 、 ）の状況 の前の１年間 又は 直近の決算期の終了月前１年間とその前の１年間

とを比べた変化の状況についてみたものである。
なお、設立後間もないため、前年との比較ができない場合は 「設立間、

もないため比較できない」とする。

生産費用 農畜産物を生産・販売するために要した費用（肥料費、農業薬剤費、
(農業生産活 光熱動力費等 、減価償却費及び労務費の合計をいう。）
動に要した費
用合計）
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農業生産以外の 集落営農が農業生産以外に現在取り組んでいる活動及び現在は取り組
取組状況 んでいないが、今後取り組む予定の活動についてみたものである。

農産物の加工 集落営農が販売を目的として生産した農畜産物を、その使用割合の多
少に関わらず用いて加工することをいう。

農家レストラ 集落営農が食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づく都道府県知事
ン の許可を得て、不特定の者に、使用割合の多少に関わらず生産した農畜

産物等を用いた料理を提供し、代金を得ている場合をいう。

消費者等への 集落営農が生産した農畜産物やその加工品等を直接店や消費者に販売
直接販売 している（インターネット販売を含む ）場合や消費者と販売契約して直。

送しているものをいう。
また、沿道等で直接販売した場合（無人販売、道の駅を含む ）も該当。

する。

都市住民との 集落営農で農畜産物のオーナー制度や、都市住民と農業体験等を通じ
交流 て交流を行うことをいう。

その他 上記以外で農業生産に関連した事業を行うことをいう。

収益向上に向け 集落営農として、収益向上のために現在取り組んでいる活動及び現在
た取組状況 は取り組んでいないが、今後取り組む予定の活動についてみたものであ

る。

経営規模（農 集落営農として、収益向上のために、経営規模（経営耕地面積及び農
作業受託面積 作業受託面積）の拡大に取り組む場合または取り組む予定がある場合を
を含む）の拡 いう。
大

農業用機械の 集落営農として、収益向上のために、農業用機械の共同利用化（組織
共同利用化・ として農業用機械を所有し共同利用）又は大型化（組織として従前より
大型化 大型の農業用機械を所有し使用）に取り組む場合または取り組む予定が

ある場合をいう。

法人化に向けた 任意組織である集落営農について、法人化に向けて現在取り組んでい
取組状況 る活動及び現在は取り組んでいないが、今後取り組む予定の活動につい

てみたものである。

集落営農の後継 集落営農活動を今後（おおむね５年後 、存続・維持していくための後）
者の有無 継者（オペレーター等の労働力）が確保されているかを、また、確保さ

れていない場合は、確保先の対象として考えられるものについてみたも
のである。

任意組織 法人格を有しない集落営農組織をいう。

10 その他
調査結果の詳細は、平成21年12月刊行予定の『平成21年集落営農実態調査報告書』に

掲載する。
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【ホームページ掲載案内】

○ 統計調査結果は農林水産省ホームページ中の農林水産統計データに掲載しています。
】【http://www.maff.go.jp/j/tokei/

分野別分類は「農家数、担い手、農地など」に分類しています。

○ 累年統計データは農林水産省ホームページの中の農林水産統計情報総合データベース
に掲載しています。
【http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/toukei】

【関係リンク】
｢担い手と集落営農｣関係のページ
【http://www.maff.go.jp/j/ninaite/】

問い合わせ先

◎本統計調査結果について

連絡先：農林水産省 大臣官房 統計部 経営・構造統計課

センサス統計室 農林漁業担い手統計班

電 話：03(6744)2247

◎農林水産統計全般について

連絡先：農林水産省 大臣官房 統計部

統計企画課 広報普及班

電 話 :03(6744)2037

平成22年２月１日現在で、2010年世界農林業センサスを実施します。

調査員がお伺いしましたら、ご協力をお願いします。

農林業センサスホームページＵＲＬ ： http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/




